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Information

◇事例（７０代女性）
　海外リゾート会員権のパンフレットとＤＶＤが届いた。その後「会員権
を買いたい人がいるのでパンフレットを譲ってほしい」と電話があり、人
気があるなら購入しようと思い販売業者から説明を受けた。来訪のたびに
土産を持参し、自分を慕ってくれていた担当者から「利率は１２％程度で、４、
５年後には転売できる。今後もっと儲かる」と言われたので、5回に分け
て全部で３,３００万円分を現金渡しで購入した。今年２月に「現地に行く」と
言っていたのを最後に、担当者と連絡を取っていなかったが、９月に突然
「一切の業務が停止し、再開の見込みが無い。当分の間、別業者に管理委
託する」と業者から通知があった。委託業者に電話やＦＡＸで連絡をして
いるが、担当者がつかまらないなど話にならないので、返金してほしい。
　担当者の名刺が無い、書面に日付がないなど不自然な点が多く、典型的
な投資詐欺のパターンと見受けられたため、早く弁護士に相談するように
助言しました。相談者は過去にも投資で損をしており、悪質業者は、過去
の損害を取り返したいとの心理に付け込み、新たな勧誘を仕掛けてくるこ
とも考えられます。電話番号表示サービスなどを利用し、怪しい電話には
出ないようにと併せて助言しました。
・勧誘される金融商品は、未公開株、社債の他に、太陽光発電・二酸化炭
素排出などのエコ事業、レアアース・レアメタルなどの資源開発、スー
ダンポンド・イラクディナールなどの外国通貨とさまざまです。投資の
実態がよく分からないものも多く見受けられるので、注意しましょう。
◎　消費生活相談（無料）を行います。ご利用ください。
　□日　時　平成２５年１月９日（水）（毎月第２水曜日）
　　　　　　午前１０時～正午、午後１時～午後４時
　□場　所　中央公民館本館２０５号室
　□問い合わせ先　産業観光課　�（４８）１１１１（内２３４）
※　知多県民生活プラザでも消費生活相談を行っています。
　月曜日～金曜日　午前９時～午後４時３０分　�（２３）３３００

シリーズ　消費生活相談�
｢詐欺被害が疑われる｣相談
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□人権・行政・心配ごと相談
　１７日（木）
　場　所：中央公民館本館
　時　間：午前９時３０分～午前１１時３０分
　※　電話での相談も受け付けます。
□無料法律相談（事前に予約が必要）
　１７日（木）
　場　所：中央公民館本館
　時　間：午後１時～午後４時
□問い合わせ先
　住民福祉課�（４８）１１１１（内３０６）
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平成２５年１月１０日（木）
場　所　中央公民館本館
時　間　午後１時３０分～午後４時３０分
　NPO法人知多地域成年後見センターでは、
成年後見制度巡回相談（事前に予約が必要）
を毎月行っています。
□問い合わせ先
　半田後見事務所（半田市福祉文化会館内）
　�（２１）０８１１
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□問い合わせ先　愛知労働局
　（ＨＰ）http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
　半田労働基準監督署　�（２１）１０３０

愛知県の特定（産業別）最低賃金改正が
１２月１６日から発効します

時間額特定（産業別）最低賃金
８７４円製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

８４９円
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業

８１５円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

８５４円輸送用機械器具製造業

８０４円
計量器・測定器・分析機器・試験機、光学器械器具・
レンズ、時計・同部分品製造業

７９２円各種商品小売業

８３６円

自動車（新車）小売業
※　従来の「自動車（新車）、自動車部分品・附属品
小売業最低賃金」を分離して「自動車（新車）小売
業」の最低賃金を新設しました。従って「自動車部
分品・附属品小売業」の最低賃金については平成１９
年１２月１６日発効の時間給８００円が適用になります。

　愛知県内の特定の産業に適用される７業種の特定（産業別）
最低賃金について、改正された次の金額が平成２４年１２月１６日か
ら発効します。
　既に１０月７日に改正されている「愛知県最低賃金」は、時間
額７５８円です。


